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№ 回 答

現在の供給者が知りたい。 北海道電力株式会社様です。

現在の供給種別を知りたい。
特別高圧電力1,600KWです。なお、今回入札は1,500KWで
すのでご注意ください。

現契約の計量日が知りたい。 原則毎月１日です。

旧一般電力事業者から新電力に切り替える
施設があるか。

ありません。

自動検針装置は入っているか。 入っております。

落札後に切替に必要な書類の提出は可能
か。

落札後は最新請求書の写しなど切替手続きに必要な書類
の提出は可能です。

請求書はWEBダウンロードでの対応は可能
か。

現時点ではWEBダウンロードやメールでの提出には対応
しておりません。

検針結果は請求書内訳をもって検針票に代
えることは可能か。

可能です。

請求書について翌月15日までに到着、受領
後30日以内の支払いとなるが、問題ない
か。

問題ありません。

供給施設内に入居している企業はあるか。
ある場合に企業毎に請求書を発行すること
はあるか。

施設内に入居している企業はありますが、企業毎に請求
書を発行する必要はありません。

燃料費調整額について、単価の算定におい
て記載されている基準単価と北海道電力㈱
が使用している基準単価が異なるが、実際
の請求時は北海道電力㈱と同様の算定方法
で同様の単価による請求でよいか。

お見込みのとおりです。

入札書に入れる内封筒は入札説明書５⑶ア
と同様か。

お見込みのとおりです。

郵送先住所は「札幌市中央区北12条西20丁
目２-１水産棟４階」「札幌市中央区北12条
西20丁目」のどちらか。

どちらでも構いません。

開札結果の公開方法及び範囲を知りたい。
入札結果については、入札者、入札価格、落札者及び落
札価格を札幌市中央卸売市場のホームページで公表いた
します。

再度入札は当日実施されるのか。

再度入札は行いません。落札者となるべき同価の入札を
した事業者が２社以上ある場合は、当日にくじを引いて
落札者を決定します。郵送にて参加されている事業者が
くじを引くことになった場合は、入札と無関係の本市職
員にくじを引かせます。

入札書に記載する日付はいつか。
日付に指定はありませんが、入札書の受領期限である８
月３日以前としてください。

契約単価積算内訳書で使用する単価及び合
計金額は税込、入札金額は税抜でよいか。

お見込みのとおりです。

契約単価積算内訳書の端数処理はどのよう
に行うのか。

基本料金、電気量料金ともに小数点第２位（小数点第３
位以下切捨て）までの記載が可能です。なお月別電気料
金は円単位とし、１円未満の端数は切り捨ててくださ
い。

契約単価積算内訳書に押印は必要か。 必要ありません。

入札金額算定において燃料費調整額及び再
生可能エネルギー発電促進賦課金は含め
ず、実際の請求の際に適応することでよい
か。

お見込みのとおりです。

入札書の算定時の力率について、力率割引
を適用せず、100％で算定してよいか。

お見込みのとおり100％で算定してください。
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権利義務の譲渡等や計量日について条文の
変更または追加は可能か。

明白な瑕疵が認められる場合を除いて契約書の内容を変
更することはできません。ただし、契約書に定められて
いない事項については、必要に応じて協議を行い、協議
書等を締結することは可能です。

燃料費調整額について、地域の旧一般電気
事業者において燃料費調整単価の算定方法
の見直しが行われた場合、本契約において
も同様に見直しが行われるのか。

お見込みのとおりです。

予備線契約は「常時利用変電所から常時利
用と同位の電圧で利用する場合」か「常時
利用変電所以外の変電所を利用する場合ま
たは常時利用利用変電所から常時利用と異
なった電圧で利用する場合」のどちらか。

契約は予備線であり、「常時利用変電所から常時利用と
同位の電圧で利用する場合」です。

自家発補給電力の契約はあるか。 ありません。

一般送配電事業者が値上げの際に、契約単
価見直しについて協議は可能か。

契約書（案）第12条第１項及び第２項に基づき協議に応
じることは可能です。

契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉
鎖や移転等により供給停止する施設がある
か。

ありません。

契約期間中に建替、増築、トランス増量、
受変電設備の移設・変更等、電力契約に影
響する工事予定はあるか。

ありません。

契約電力が500KW以上の施設において、各月
の契約電力は仕様書に記載の値のとおりの
運用でよいか。

お見込みのとおりです。

計量日は使用期間末日の翌日0：00となるが
よいか。

構いません。

旧一般電気事業者と同様の付帯契約の適用
がないが問題ないか。

付帯契約の対象となるものがないと思われるため、問題
ありません。

契約単価積算内訳書には予備線の単価及び
計算箇所がないが、別途基本料金の根拠と
なる計算書を添付すればよいか。または契
約単価積算内訳書に追加する形にしてもよ
いか。

基本料金の根拠となる計算書は必要に応じて添付してく
ださい。なお、契約単価積算内訳書は指定の様式でお使
い願います。
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